
(1) 教育訓練給付（受講費用の２割を支給、給付上限10万円）を拡充し、中長期的なキャリア形成を支援するため、専門的・実践的
な教育訓練として厚生労働大臣が指定する講座を受ける場合に、 

  ・ 給付を引き上げ（受講費用の４割*）、 
  ・ 資格取得等の上で就職に結びついた場合には受講費用の２割*を追加的に給付する 
   ※１年間の給付額は48万円*を上限とする（給付期間は原則２年。資格につながる場合等は最大３年） 
  ＜対象者＞２年以上*の被保険者期間を有する者（２回目以降に受ける場合は10年以上*の被保険者期間が必要） 
 

(2) 教育訓練支援給付金を創設し、45歳未満の離職者が上記の教育訓練を受講する場合に、訓練中に離職前賃金に基づき算出
した額（基本手当の半額）を給付する。（平成30年度までの暫定措置）   

 育児休業給付（休業開始前賃金の50％を支給）について、１歳未満の子を養育するための育児休業をする場合の休業開始後６月
につき、休業開始前の賃金に対する給付割合を６７％に引き上げる。 

(1) 就業促進手当（再就職手当）の拡充 【平成26年４月１日施行】 
 現行の給付（早期再就職した場合に、基本手当の支給残日数の50％～60%相当額を一時金として支給）に加えて、早期再就
職した雇用保険受給者が、離職前賃金と比べて再就職後賃金が低下した場合には、６月間職場に定着することを条件に、基本
手当の支給残日数の40％相当額を上限として、低下した賃金の６月分*を一時金として追加的に給付する。 

 

(2) 平成25年度末までの暫定措置の延長 【いずれも３年間の延長】 
 ア 解雇、雇止め等による離職者の所定給付日数を60日間延長する個別延長給付について、要件厳格化*の上で延長する。 
 イ 雇止め等の離職者（特定理由離職者）について、解雇等の者と同じ給付日数で基本手当を支給する暫定措置を延長する。 

雇用保険法の一部を改正する法律の概要 

２．教育訓練給付金の拡充及び教育訓練支援給付金の創設 【平成26年10月１日施行】 

１．育児休業給付の充実 【平成26年４月１日施行】 

３．その他 

公布日：平成26年３月31日 

  現下の雇用情勢を踏まえ、雇用保険制度において、基本手当、就業促進手当、教育訓練給付及び育児休業給
付金の給付の拡充並びに暫定措置の新設及び延長等の措置を講ずる。 

（注） ＊については、省令事項 12 



・ 消費税引上げによる医療機関･薬局の仕入れ負担増に対して､必要額(5600億円＝改定率1.36％)を満額確保 

・ 具体的には初診料･再診料､調剤基本料等の引上げにより、広く医療機関･薬局の経営安定に貢献 

平成26年度診療報酬改定－改定率のポイント－ 

① 消費税引上げ対応分の満額確保  改定率＋1.36％ 

② 消費税財源を活用した診療報酬本体への上乗せ  改定率＋0.1％ 

③ 医療提供体制改革のための基金の創設  900億円 

◇ 国民の生命と健康を守る医療の実現に向けて､今後､診療報酬の適切な配分や基金の上手な活用により､一
層の効果をあげていきたいと考えます。 

◇ 他方､薬価について､イノベーションを促進する加算等を設けつつ､市場価格を反映した引下げ､長期収載品･
後発品の価格見直し等により､国民の負担が増えないよう努力しています｡ 

②-１ 保険料等の国民負担の増加を極力避けつつ､消費税財源を活用して､0.1％のプラス改定 

②-２ その際､急性期病床から受け皿病床へ円滑な移行を進めるため､経過期間中の費用補填を診療報酬本体に上乗せ｡＋
0.15％の改定率に相当 

※ 医科:歯科:調剤の配分比率は､1:1.1:0.3 (消費税引上げ対応分を除く) 

・ 医療提供体制改革のための基金に公費900億円を確保 

・ 全体的に民間への公平な取扱いに配慮。地域包括ケアを担う医療機関等への支援にも活用可能。 
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70～74歳の患者負担特例措置の見直し 

７０歳 

【１割】 

【３割】 

７５歳 

【１割】 

【２割】 

【１割】 
  

【３割】 

【１割】 

【２割】 

【３割】 

70歳に到達する
者から段階的に
２割負担 

現状 

【２割(法定) 
→１割】 

  

【１割】 

【２割】 

【１割】 
  

【３割】 

【１割】 

【２割】 

【１割】 
  

【３割】 

【１割】 

【２割】 

【１割】 

【３割】 

見直し内容 

平成26年度 

【３
割
】 

【
３
割
】 

【
３
割
】 

【３
割
】 

【３
割
】 

【
３
割
】 

【３
割
】 

【３
割
】 

【３
割
】 

【３
割
】 

【３
割
】 

【３
割
】 

一般・低所得者 
現役並み 
所得者※ 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

６９歳 

７４歳 

※ 現役並み所得者・・・国保世帯：課税所得145万円以上の70歳以上の被保険者がいる世帯、被用者保険：標準報酬月額28万円以上の70歳以上の被保険者及びその被扶養者 
                (ただし、世帯の70歳以上の被保険者全員の収入の合計額が520万円未満(70歳以上の被保険者が1人の場合は383万円未満)の場合及び旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合（平成27年

1月以降、新たに70歳となる被保険者の属する国保世帯に限る。）は除く) 
※ 人数は各年度末時点の推計 

（630万人） （60万人） 
（520万人） （60万人） 

（140万人） 

○ 社会保障制度改革国民会議報告書等を踏まえ、以下の見直しを行う。     
   ・ 平成26年４月に新たに70歳になる者（69歳まで３割負担だった者）から、段階的に法定負担割合（２割）とする（個人で見ると

負担増にならない）。 
   ・ 平成26年３月末までに既に70歳に達している者は、特例措置（１割）を継続する。 
   ・ 低所得者を含め、高額療養費の自己負担限度額を据え置く。 
 
○ 平成26年度当初予算 1,806億円   （平成24年度補正予算（平成25年度分）1,898億円） 

※これまで補正予算に計上していたが、見直しに伴い当初予算に計上。 

（70万人） （680万人） 
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70
歳
未
満 

高額療養費制度の見直し案 

月単位の上限額（円） 

上位所得者 
（年収約770万円～） 
 
健保：標報53万円以上 
国保：旧ただし書き所得600万円超 

150,000＋ 
(医療費－500,000)×１%  
  <多数回該当：83,400> 

 
 

 
一般所得者 
（上位所得者・低所得者以外） 
 ３人世帯（給与所得者/夫婦子1  
 人の場合：年収約210万～約770 
 万円 

 80,100＋ 
(医療費－267,000)×１% 
   <多数回該当：44,400> 

住民税非課税 
35,400 

<多数回該当：24,600> 

月単位の上限額（円） 

年収約1,160万円～ 
健保：標報83万円以上 
国保：旧ただし書き所得901万円超 

252,600＋ 
(医療費－842,000)×１%  

      <多数回該当：140,100> 

年収約770～約1,160万円 
健保：標報53万～79万円 
国保：旧ただし書き所得600万～901万円 

167,400＋ 
(医療費－558,000)×１%  
 <多数回該当：93,000> 

年収約370～約770万円 
健保：標報28万～50万円 
国保：旧ただし書き所得210万～600万円 

80,100＋ 
(医療費－267,000)×１%  
 <多数回該当：44,400> 

～年収約370万円 
健保：標報26万円以下 
国保：旧ただし書き所得210万円以下 

57,600 
<多数回該当：44,400> 

住民税非課税 
35,400 

<多数回該当：24,600> 

（～平成２６年１２月） （平成２７年１月～）（予定） 

現役並み所得者 
（年収約370万円～） 
健保：標報28万円以上 
国保：課税所得145万以上 

窓口負
担割合 外来 

80,100＋ 
（総医療費－267,000）

×1％ 
＜多数回該当：44,400＞ 3割 44,400 

一般（～年収約370万円) 
健保：標報26万円以下(※1) 
国保：課税所得145万円未満(※1) 

2割 
（※3） 

12,000 44,400 

住民税非課税 

8,000 

24,600 

住民税非課税 
（所得が一定以下） 

15,000 

現役並み所得者 
（年収約370万円～） 
健保：標報28万円以上 
国保：課税所得145万以上 

窓口負
担割合 外来 

80,100＋ 
（総医療費－267,000）

×1％ 
＜多数回該当：44,400＞ 3割 44,400 

一般（～年収約370万円） 
健保：標報26万円以下(※1) 
国保：課税所得145万円未満(※1)（※２） 

2割 
（※3） 

12,000 44,400 

住民税非課税 

8,000 

24,600 

住民税非課税 
（所得が一定以下） 

15,000 

70
～
74
歳 

※１ 収入の合計額が520万円未満（1人世帯の場合は383万円未満）の場合も含む。 
※２ 旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。 （注）75歳以上の所得区分、限度額に変更はな

い。 

※３ 平成26年３月末日までに70歳に達している者は1割。 
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